
第１回民間資金等活用事業推進委員会

議事録

　内閣総理大臣官房内政審議室

　　　　　　　　　民間資金等活用事業推進室



第１回民間資金等活用事業推進委員会議事次第

　　　　　　　　日  時：　平成 11 年 10 月８日（金）  10:40 ～11:45

　　　　　　　　場  所：　内閣総理大臣官邸大客間

１．開会

２．委員紹介

３． 委員長互選

４． 内閣総理大臣あいさつ

５． 委員長あいさつ

６． 委員長代理の指名

７． 経緯の説明

８． 委員会議事規則の決定

９． 民間事業者等の提出意見の取扱い

１０． 部会の設置、部会に属する委員・専門委員の指名、部会長の指名

１１． 今後の進め方について

１２． 意見交換

１３． 閉会

出席者

飯田委員、奥野委員、小幡委員、高橋委員、西野委員、原委員、樋口委員、

前田委員、山内委員、

有岡専門委員、植田専門委員、廣實専門委員、藤井専門委員、光多専門委員、

美原専門委員、宮脇専門委員、矢野専門委員、山下専門委員

小渕内閣総理大臣、古川内閣官房副長官、竹島内閣内政審議室長、白須内政

審議室民間資金等活用事業推進室長
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○竹島内閣内政審議室長　本日は大変御多忙の中お越しいただきましてありがとうござい

ます。ただ今から第１回民間資金等活用事業推進委員会を開催させていただきます。私、

内閣内政審議室長の竹島と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

  この後、委員長が互選されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。

  本来でありますと、委員の先生方から自己紹介をいただくべきところでございますが、

お時間の関係がございますので、恐れ入りますが資料１の１ページ目に９名の先生方のお

名前、２ページ目に専門委員 10 名の先生方のお名前が載っておりますので、これをもちま

して御紹介に代えさせていただきたいというふうに思います。なお、専門委員 10 名の先生

方の中で３番目の鵜崎神戸市産業振興局長は今日公務のために御欠席でございますが、そ

れ以外の先生方、皆さん御出席でございます。

  それでは、早速でございますけれども、委員長の互選に入らせていただきたいと存じま

す。民間資金等活用事業推進委員会令第２条第１項の規定によりまして、委員の皆様方の

互選によりまして、委員長をお決めいただくということになっております。委員長に適当

な方につきまして、御提案がございましたらお願い申し上げたいと存じます。

○Ａ委員　大変僭越でございますけれども、各方面で幅広く活躍されておりますし、ＰＦ

Ｉについても精通されておられます樋口委員にお願いすることを提案させていただきたい

と思います。

○竹島内政室長　ただ今、Ａ委員から樋口委員に委員長になっていただければいかがとい

う御提案がございましたけれども、皆様方いかがでこざいましょうか。

                            （「異議なし」と声あり）

○竹島内政室長　ありがとうございます。それでは、委員各位の互選によりまして、樋口

委員を委員長にということで選出されましたので、これからは樋口委員長、恐れ入ります

が席をお移りいただきまして、議事をよろしくお願い申し上げます。

○樋口委員長　ただいま、Ａ委員から御推薦いただき、精通しているというお言葉をいた

だいたけれども、そんなに精通しているわけではありませんが、精通しようと努力いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

  それでは、これから私の方から進行させていただきたいと思いますが、まもなく小渕内

閣総理大臣がお見えになるとのことでございます。また、報道関係者が入場されますので、

しばらくお待ちください。

（報道関係者入室）

（小渕内閣総理大臣入室）

○樋口委員長　それでは、小渕内閣総理大臣においでいただきましたので、総理からごあ

いさつをお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。

○小渕内閣総理大臣　民間資金等活用事業推進委員会の発足に当たりまして、一言ごあい

さつを申し上げます。
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  まず、各界での御活躍の皆様方が、本委員会の委員をお引き受けくださいましたことに

対し深く感謝申し上げます。今後、中長期的に投資余力の減少が見込まれ、また国、地方

公共団体の財政は非常に厳しい状況にあります。こうした中、民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用して、効率的かつ効果的に社会資本整備を行おうとするＰＦＩ事業を推

進することは非常に重要なことであると考えております。現にＰＦＩに対する各方面の関

心、期待は非常な高まりを見せているところであると承知をいたしております。

  先の国会でＰＦＩ法が制定され、我が国でも本格的にＰＦＩを推進する基盤が整えられ

たところでございます。今後ＰＦＩ法に基づき基本方針を策定し、これにのっとって国、

地方公共団体等がＰＦＩ事業を進めていくこととなります。

  つきましては、早速ではございますが、本委員会におきまして、基本方針についての調

査審議をお願いしたいと考えております。ＰＦＩに基づく効率的、効果的な社会資本整備

の推進を通じ、新たな官と民とのパートナーシップを確立していくためにも、皆様方の御

尽力を切にお願いいたしまして、私のあいさつといたします。

○樋口委員長　総理どうもありがとうございました。

  それでは、私からも一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

  この度、民間資金等活用事業推進委員会の委員長という大役を務めさせていただくこと

になりました。就任に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。

  ＰＦＩの推進につきましては、これまでも経済企画庁のＰＦＩ推進研究会の座長を務め

るなど大きな関心を持ってまいりました。今般ＰＦＩ法に基づいて設置されました本委員

会において、委員長としてＰＦＩの推進に必要な調査審議に参画することに重責を感じま

すとともに、新しい社会への変革を目指した仕事であると考えまして、大きなやりがいを

見出しているわけでございます。

  既にＰＦＩ事業の実施に向けて検討を進めている地方公共団体もあるやに伺っておりま

す。私といたしましてもＰＦＩの実現に向け、条件を整えるため、できるだけ早期に基本

方針についての調査審議を進めていきたいと考えております。

  当面、短期間に密度の高い調査審議を行うこととなりますが、委員の皆様の御協力を得

まして職責を果たしてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。

（報道関係者退室）

○樋口委員長　小渕総理大臣におかれましては、皆さん御案内のように公務が非常に御多

忙でございますので、誠に残念でございますがここで退室されます。ありがとうございま

した。

○小渕内閣総理大臣　よろしくお願いいたします。

（小渕内閣総理大臣退室）

○樋口委員長　続きまして、民間資金等活用事業推進委員会令第２条第３項の規定により

ますと、委員長が委員長代理をあらかじめ指名することとなっておりますので、私から指
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名させていただきます。

  委員長代理は西野委員にお願いしたいと存じますが、よろしくお願いいたします。

○西野委員　よろしくお願いいたします。

○樋口委員長　西野委員、よろしくお願い申し上げます。

  次に本委員会の事務方の御紹介をお願いいたします。白須室長お願いいたします。

○白須民間資金等活用事業推進室長　総理府の内政審議室ＰＦＩ推進室長を拝命いたしま

した白須でございます。今後私どもの推進室におきまして、当委員会の事務方を担当させ

ていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○樋口委員長　ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。

  さて、本日は本委員会の初めての会合でございますので、まず、これまでの経緯等につ

いて事務方からの御説明をお願い申し上げたいと思います。白須室長お願いします。

○白須室長　お手元の資料に資料２というのがございます。それに基づきまして御説明さ

せていただきます。失礼でございますが座らせていただきます。

  ＰＦＩ関係の経緯でございますが、既に皆様方十分御承知と存じますが、特にこの直近

のものにつきまして整理をさせていただいております。

  御承知のとおりＰＦＩ法につきましては本年の７月に可決、成立したわけでございます

が、この直近の経緯といたしましては、平成９年におきまして通産省、あるいは建設省に

おきまして、それぞれこれらの関係の研究会を設置なさっておられます。また、11 月の緊

急経済対策におきまして、ＰＦＩ関係につきましての文言が盛り込まれているところでご

ざいます。

  平成 10 年でございますが、国会などにおきまして、このＰＦＩ関係の検討がなされまし

て、５月には 142 回通常国会にＰＦＩ法の当初案が提出されてごらんのとおりの審議の経

過になっております。

  他方、政府におきましては、全総また総合経済対策等にＰＦＩにつきましてそれぞれ取

り上げられておりますほか、建設省、通産省等の研究会の報告などが公表されているとこ

ろでございます。

  また、同年中にＰＦＩ関係の関係省庁の連絡会議の準備会合というものを設置をいたし

ているところでございます。この連絡会議につきましては、後ほど申し上げますが、法案

が成立いたしました段階におきまして、連絡会議そのものを発足させていただいていると

ころでございます。

  また、昨年９月に経済企画庁に「ＰＦＩ推進研究会」を設置いたしまして、樋口委員長

に座長になっていただきまして御検討を進めていただいたところでございます。

  本年になりまして、６月衆議院の建設委員会で、ＰＦＩ法の当初案、議員提案でござい

ますが、これが撤回されまして、新案が討議され委員会提案という形で可決をされたとこ

ろでございます。この新案につきましては、６月に衆議院本会議、７月に参議院本会議で

可決、成立しているところございまして、去る９月 24 日に施行させていただいております。
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  他方、言わば政府サイドにおきましては、本年１月経企庁の研究会におきまして、中間

取りまとめをいただきました。また、法案の成立を受けまして、８月には同研究会の報告

書の公表があったところでございます。同じく８月、私どものＰＦＩ推進室が総理府内政

審議室に設置されたところでございますとともに、関係省庁連絡会議を正式に発足させた

ところでございます。

  以上が簡単ではございますが、本件の経緯でございます。

○樋口委員長　ありがとうございました。

続いて、民間資金等活用事業推進委員会規則についてお諮りしたいと思います。白須室

長、よろしくお願いします。

○白須室長　では、お手元の資料３「民間資金等活用事業推進委員会規則第１号」という

ことで、その議事規則の原案をお示しいたしてございます。簡単に御説明させていただき

ます。

  第１条は当然ながら「委員会は、委員長が招集する」ということでございます。

  第２条といたしましては、基本的に半数以上の委員の出席、かつ出席者の過半数をもっ

て決しまして、同数のときは委員長の決するところということでございます。

  「委員長代理」につきましては、委員長に事故がある場合には委員代理を委員長とみな

すということでございます。

  第４条でございますが、「専門委員は、委員長の求めに応じ、委員会に出席して意見を

述べることができる」ということになっておりまして、これは専門委員の方々、委員会本

来のメンバーではございませんが、委員会そのものを開くときにおきましても、委員長の

求めるところによりまして、委員会に出席して御意見をいただくという形でございます。

このような形の委員会を拡大委員会というような言い方をいたしておるところでございま

す。

第６条が重要でございます。「公表等」でございます。御承知のとおり審議会等の議事

などの公表につきましては、これをできるだけ公表、公開していくということでございま

す。

まず、第６条第１項におきまして「委員会の終了後、委員長又は委員長の指名する者が、

必要に応じて、記者会見を行って議事内容を説明する」ということでございます。

  第２項といたしまして、「速やかに議事概要」、これはいろいろ御発言の内容等々ござ

いますので、発言者名はなしということでこれを「作成し、公表する」ということを示し

ております。

  第３項の議事録でございますが、同じく発言者名なしでございますが、これにつきまし

ても、「作成後これを公表する」ということでございます。当然ながら議事概要の方は比

較的速やかに作成いたしまして、公表ということでございます。議事録につきましては、

若干のお時間をいただくということになろうかと存じます。

  第４項といたしまして、「委員会の資料については、審議の途中にあるものその他公開
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することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があ

ると委員長が認めるものを除き、公開するものとする」ということでございます。

  第５項におきましては、インターネットによりまして、これらの公表等につきまして「国

民の方々の広く入手を可能とするよう配慮する」というような規定をいたしております。

  第７条は「部会」でございますが、部会につきまして招集、また過半数による決定、部

会長代理、資料の公表等につきまして、委員会と同様の準用規定を置いているところでご

ざいます。

  なお、このほか必要な事項は委員長が定めるということといたしております。

  施行につきましては、空けてございますが、本日からお願いを申し上げたいというふう

に考えているところでございます。

○樋口委員長　ただ今の御説明について、御意見、御質問はございますか。第７条はるる

書いてありますが、よろしいですか。

  それでは、特段の御意見がなければ、民間資金等活用事業推進委員会議事規則について

は原案どおりでよろしゅうございますか。

（「異議なし」と声あり）

○樋口委員長　ありがとうございました。それでは原案とおりとさせていただきます。

  なお、議事の公表等につきましては、この会合の冒頭にさかのぼって適用いたしますの

で御了承願います。

  次に、民間事業者等提出意見の取扱いについてお諮りしたいと思います。事務方から御

説明をちょうだいしたいと思います。

○白須室長　では、資料４に基づきまして御説明申し上げます。

これは１にございますが、このＰＦＩ法第 21 条第３項によりまして、民間事業者等から

この委員会に対しましていろんな意見、駆け込み寺というようなお話もございましたが、

そのような意見をこの委員会に提出できることとなっておるところでございます。

  したがいまして、「民間事業者等から民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等

に関する意見を受け付ける」ということが最初でございます。

  以下、当然のことでございますが、意見の提出は、書面による。ただし、ファクシミリ

又は電子メールも書面とみなすと。意見につきましては、私どものＰＦＩ推進室におきま

して、言わば物理的に受付けをさせていただくということでございます。

  委員会が必要があると認めましたときには、提出意見につきましては調査を行うことと

しております。

また、第５項で関係行政機関の長に対して当該意見を送付することといたしております。

第６項におきまして、委員会は意見を提出した者が自己の氏名等を秘密にすることを希

望した場合、あるいは事案の性質によりまして委員会そのものが、内容の一部を関係行政

機関に対して秘匿することが適当といった場合には、この当該希望あるいは委員会の認め

たところにかかります事項につきましては、秘密を保持するように努めなければならない
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ということでございます。

  なお、その他必要な事項がございますれば、委員長が定めるということにいたしている

ところでございます。

  以上でございます。

○樋口委員長　ありがとうございました。ただ今の白須室長からの御説明について御意見、

御質問ございますか、よろしゅうございますか。

  では、特段の御意見がないようでございますから、民間事業者等からの意見提出の取扱

いについては原案どおりでよろしいでしょうか。

（異議なしと声あり）

○樋口委員長　ありがとうございました。原案どおりとさせていただきます。

  続きまして、部会の設置についてお諮り申し上げます。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条第３項の規定に

よりますと、委員会に必要に応じ部会をおくことができることとなっております。部会の

設置について白須室長から案の説明をお願いしたいと思います。

○白須室長　では、資料５に基づきまして御説明をさせていただきます。部会の設置につ

いてでございます。

  １にございますが、この法律第 22 条第３項の規定に基づきまして、次の部会を置くとい

うことでございまして、一つが「事業推進部会」、もう一つが「評価基準部会」というこ

とでございます。

  ２といたしまして、事業推進部会におきましては、ＰＦＩ事業の推進のために必要な措

置、制度等に関します調査審議を行うということでございます。

  評価基準部会におきまして、この特定事業、つまりＰＦＩ事業の現実的対象となる事業

でございますが、この選定及び民間事業者の選定に係る客観的な評価基準に関する通則的

な事項などにつきまして調査審議を行うということでございます。

  ４項といたしまして、「なお、各部会には、当該部会に属さない委員又は専門委員も、

随時、出席することができるものとする」と、このように規定をいたしております。

  以上でございます。

○樋口委員長　ありがとうございます。ただ今の御説明について御意見、御質問ございま

すか。よろしゅうございますか。

  特段の御意見がなければ部会の設置について原案どおりでよろしゅうございましょうか。

                              （「異議なし」声あり）

○樋口委員長　ありがとうございました。それでは、原案どおりとさせていただきます。

  さて、民間資金等活用事業推進委員会令第４条第１項の規定により、部会に属すべき委

員及び専門委員は委員長が指名することになっております。ただいま、事務方から名簿を

配付させていただきます。お願いいたします。

  各部会には名簿に記載いたしました委員、専門委員の方に御参加いただきたいと存じま
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す。

  また、事業推進部会については西野委員に、評価基準部会については山内委員にそれぞ

れ部会長をお願いいたしたいと存じます。各委員、専門委員の方々にはよろしくお願い申

し上げます。

  先ほど総理からも基本方針についての検討をお願いされたところでございますが、基本

方針はＰＦＩ事業の推進の根幹を成すものでございまして、私としましても早急に検討し

なければならないものと考えております。そこで、本委員会における今後の具体的な検討

の進め方についてお諮りいたします。白須室長から御説明をお願いいたします。

○白須室長　では、資料６に基づきまして御説明をさせていただきます。

  1 枚紙でございますが、初めに「第１回ＰＦＩ推進委員会（拡大）」とございますが、本

日お開きいただいているところでございます。

  次でございますが、一般の方々からインターネットを利用して意見を募集するとござい

ます。本日インターネットによりますホームページを開設いたしまして、約一か月ほど一

般の方々からの御意見を受け付けるということにさせていただいてはいかがかと考えてお

ります。

  先ほどございましたが、部会を設定いただいたわけでございますが、当面基本方針の検

討に当たりましては、事業推進部会また評価基準部会、それぞれ両部会の目的からいたし

まして、当初におきましては相互に相関連するというところでございますので、総合的に

御検討いただくことが適当かということで、当面は基本方針の検討の段階におかれまして

は、両部会を合同いたしまして、合同部会ということで御検討をお進めいただくことが適

当ではないかというふうに考えているところでございます。

  第１回の合同部会におきましては、基本方針を含めまして、ＰＦＩ推進にかかります全

般的な御意見の交換をまずしていただきまして、その上で第２回の合同部会におきまして、

御意見の交換を踏まえまして、意見の中間的な整理をいただいてはどうかというふうに考

えております。

  誠に早速ではございますが、第１回合同部会をできますれば、来週中、また第２回合同

部会を再来週にもお開けいただければということでございます。

  ＰＦＩ法第４条第４項におきまして、内閣総理大臣は基本方針を定めようとするときは、

あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を

経なければならないというふうに規定いたしております。

  一方におきまして各省庁との協議、一方におきまして委員会の議を経るという規定は、

法律の規定としては比較的珍しい方の規定かとは存じますが、この法律の規定に基づきま

して、内閣総理大臣が検討いたします際には、この関係行政機関の協議と委員会への付議

と、この双方が必要ということでございます。

  これらの点を念頭におきました上で、私どもの案といたしましては、まず、この２回の

部会の御意見の中間的な整理を踏まえまして、私ども事務方の方で、一方で各省庁の御意
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見もまず内々伺いながら、基本方針の原案的なものを作成させていただくのがよろしいか

と考えております。

  これらのことをいたしました上で、11 月になってかと存じますが、本ＰＦＩ推進委員会、

これを拡大ベース、つまり専門委員の方々にも御参加いただきましたベースでお開きいた

だきまして、両部会長からまず意見の中間整理について御報告をいただきます。加えまし

て、私ども事務方の方で、各省庁の御意見も内々伺いましたところに基づきました基本方

針案と、これについて部会長の報告を踏まえまして御審議をいただくということかと存じ

ます。

  また、当然この際の御意見等々を踏まえましたところで、また私どもで各省庁と内々協

議をさせていただきたいというふうに考えております。

  その上で 11 月末か 12 月の始めぐらいには、この推進委員会におきまして基本方針案の

付議をさせいただきたいというふうに考えているところでございます。

  これらの上で、また各省庁に正式な協議ということになるわけでございまして、その上

で内閣総理大臣がこれを決定し、法律第４条第５項によりまして、内閣総理大臣は基本方

針を定めたときは遅滞なくこれを公表するとともに、関係各省庁に送付しなければならな

いということになっております。この公表は、官報告示というような形で公表ということ

になろうかと考えておりますが、これらにつきまして、できますれば何とか年内にこの基

本方針の正式な決定、公表ということが可能になるように、御審議を進めいただければと

いうふうに考えているところでございます。

○樋口委員長　ありがとうございました。

  さて、今後の委員会における検討等につきまして、各委員から御発言をちょうだいした

いと思います。なお、本日はあらかじめお知らせしております時間もございまして、限ら

れておりますので、恐縮でございますが委員の皆さんから御発言をいただきたいと思いま

す。まず、Ｂ委員から伺えますか。

○Ｂ委員　ＰＦＩということでまだ余りよくはわかってはいないんですけれども、しばら

く前のあるパーティーの席上で堺屋長官から、ちょっと話があるんだ、あなたの会社あた

りでＰＦＩをやらないかという話がありまして、それについては詳しく話をするよなんて

言っているうちに、堺屋先生も忙しいもんですから、お目にかからないまま今まできてし

まっているんですけれども、このＰＦＩというのは、うまく骨格を組んで、それで考え方

をきっちりすれば非常に有効な手段ではないかと思うんです。

  ただ、事業者にインセンティブがどのくらい与えられるのか、それと公共性の問題との

兼ね合いというものを、事業者のインセンティブを公共性を考えるあまりにせばめてしま

うというふうなことになりますと、これは結局何も出てこないということになりかねない

んで、基本方針及びその骨格、考え方、これを決める当委員会は非常に重要ではないかな

という考え方を持っている。

  私はあまりまだよくわかっておりませんので、勉強させていただいて、それでそれなり
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に熱心にやりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○樋口委員長　どうぞよろしくお願いいたします。では、続きまして、Ｃ委員お願いいた

します。

○Ｃ委員　私、日本の社会資本整備を見ておりますと、公共投資については世上何かとい

ろんなことを言われるわけでありますけれども、昭和 30 年くらいから昭和 60 年くらい、

高度成長期から安定成長期は、どこに何をどれだけ投資するかという意味では大変合理的

に行われてきたんではないかというふうに思っておりまして、これがなければ日本の発展

はこれほどスムーズにはいかなかったんではないかというふうに思っております。

  ただ、ここ 15 年の経過を見ますと、世上、理念がないだとか、ばらまきだとか言われま

すけれども、そういうふうな批判も出てくる余地があったんではなかろうかと思っており

ます。

  一つには、これは皆さん御案内のとおりでありますけれども、特に 80 年代後半の急激な

円高によりまして企業は海外展開をいたしました。特に地方で、大都市もそうであります

けれども、製造業が海外移転して雇用が減った。それから 90 年代に入りますと不況でやは

り製造業を中心に雇用が減ったということでございまして、大都市ではある程度サービス

の方が雇用が出てまいりまして、かなり吸収はしたんですけれども、御案内のように吸収

し切ってはいませんけれども、しかし、地方圏の方ではそれもできなくて、結局公共事業

によって雇用と所得を維持するというふうな状況になっているわけでありまして、そうい

う意味ではばらまきだとか何とか言われますけれども、それはそれで、それだけ社会的に

役割を果してきたんではなかろうかというふうに思っております。

  ただ、そういうふうな状況で言えば 21 世紀の日本のためにどこにどういうふうな社会基

本を整備すべきかというふうなあまり真っ当な議論ができにくい状況になっておりまして、

今回このＰＦＩということをきっかけにこういう委員会が組織されて、日本でもそういう

ことを考えてみようという環境ができてきたということは大変に有意義でなかろうかとい

うふうに思っております。細かい意見はまた部会等で話させていただきますけれども、一

つだけ特に最初の委員長のごあいさつにございましたけれども、自治体の方で大分検討を

進めておるというお話がございました。

  私も漏れ聞いておりますけれども、ただ自治体と申し上げましても、これも御案内のと

おり規模とか環境とか状況も千差万別でございまして、自治体の意見を十分に吸収してい

ただいて、基本方針等に生かしていただければというふうに思っております。簡単ですが

以上です。

○樋口委員長　どの辺の範囲ですか。全部聞いた方がいいでしょうか。

○Ｃ委員　主なところでいいんではないでしょうか。これも以前から財政に頼って経済運

営を進めてらっしゃるところもありますし、最近、特にここ十数年、財政依存を急速に強

めてきたというふうな自治体もございますし、今まで大変に健全に発展してきたんだけれ

ども、ここ数年財政依存が強いと、公共投資依存が強いというところもございますが、主
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なところをお聞きいただければいいんではないかと思うんです。

○樋口委員長　そうですか。次にＤ委員お願いします。

○Ｄ委員　私も経済企画庁の研究会から引き続きでございまして、ＰＦＩ法、そもそも立

法ができるのかというときから、若干付き合ってまいりましたので、立法ができて、その

立法に基づいてこの委員会ができあがるということで、ある感慨を覚えておりますが、事

業としてはこれからでございますので、それなりにこの委員会が十分な基本方針をしっか

り固めなければいけないという感じはいたしております。

  ただ、ＰＦＩという言葉が、日本語で言ってもＰＦＩと言ってもいずれも同じで、非常

にわかりにくい、今ＰＦＩと言いますと行政、あるいは地方自治体の方、それから民間の

事業者の方はＰＦＩといって、ある程度の興味を抱いているし、どういうものかというこ

とについて知ろうとする感じが見られるわけですが、おそらく一般の国民、住民の方はほ

とんどＰＦＩといっても何だかわからないという状態ではないかと思うんです。

ですから、今後、事業をＰＦＩとしてやっていくという中で一体従来型とどこが違って、

どういうメリットがあり得るのかということをわかりやすく国民、住民に浸透させていく

という作業が非常に重要になってくるのではないかという感じがいたしております。

それからもう一点、細かいことはまた部会で詰めるかと思いますが、先ほどＣ委員もお

っしゃったんですが、自治体のＰＦＩというのが実際かなり数が多くなってくるのではな

いのかと思うのですが、この委員会との関係がなかなか微妙なんです。法律上、「国のＰ

ＦＩ事業等」ということが一応委員会のやることになっております関係上、どこまで地方

のことを言えるかという問題が若干ございますが、ただ、この一番始めのところの基本方

針のところで私思いますのは、自治体が何か進めるに当たって、例えば地方自治法の仕組

みであるとか、要するに国が関わっているところの仕組み、例えば地方交付税をどうカウ

ントするかという話であるとか、あるいは国からの補助金でＰＦＩをやる場合はどういう

ことになるかとか、あるいは税制の問題。

  そういうふうに、少なくとも国が関わるようなところはきちっとこの委員会で押さえて

おく必要があるのではないかという感じがいたしております。

○樋口委員長　ありがとうございました。今のＤ委員の御発言に対して何かありませんか。

地方と国との関わり合いの話で。

○白須室長　今、御指摘ございましたが基本方針について、この法律の規定そのものから

申しますと、第１次的には国あるいは国の関係の特殊法人等、これらに適用されるという

のが第１でございまして、地方の方につきましては、ほとんどのものはダイレクトには適

用はされないということでございます。しかし、これは当然でございますが、地方におか

れましても、委員会の御意見を踏まえました国の基本的な方針という点につきましては、

これは一つの目安といたしまして、実際上ある意味のガイドライン的な性格として受け止

められるところではないかというふうにも考えております。

  なお、国の関わります事態ということ、これが一方におきまして税の問題でございます



11

とか補助金等々、これらについては基本はこの法律におきましても、公共でやった場合と

同じというのが言わば基本線であるということになっているところでございますが、個々

のものについてはまたそれぞれの予算の範囲内、あるいは国から出た補助金、これを地方

公共団体がどのように使っていくかということの問題ということで、それぞれの扱いが、

またそれぞれの事業によって異なってくるというふうに考えているところでございます。

その点がどこまで基本方針というようなものに、これは一般的な形でございますので、反

映されるのかという点はまたあろうかと存じますが、もう一方におきまして、この事業推

進部会、評価基準部会ということで、今後将来にわたりまして御検討いただきます事業推

進方策、また評価基準の通則そういうような点につきましては、これらの点についても、

いろいろ調査審議をお願いするということが実際上もあるのではないかというふうに考え

ているところでございます。

○竹島内政室長　要はこの基本方針というのは地方自治体も含めてお考えをいただかなけ

ればいかぬだろうと、これを受けて各省は実施方針というのを定めますが、これも国だけ

ではなくてまさに地方自治体もつくっていくだろうと。具体的には今、Ｄ委員がおっしゃ

ったように国がコントロールするのはどこまでインセンティブを与えるかと、個別なのか、

融資なのか、いろいろ税制の問題がございますが、そういう形でもって関わりをどうして

も持たざるを得ませんので、地方自治体のことも十分に念頭に置いていただいて御検討い

ただきたいなというふうに思います。

  ただ、１点大事なのは、どんどんインセンティブを与えるということではなくて、この

法律、今、白須室長が申しましたように、公共事業として地方自治体がやっていること、

例えは道路の場合は２分の１補助をしますとかいろいろございますけれども、それを上回

ってはいかんという縛りがございます。上回っていいんだったらこれはＰＦＩの必要がも

ともとないわけですから、もっと少なくて民間の活力を導入して同じような効果、同じお

金を入れるならもっと大きな効果というのがこのＰＦＩの眼目でございますので、そうい

うことでございますが、いずれにしても申し上げたいのは、地方自治体も十分に視野に入

れてお考えいただきたいということでございます。

○樋口委員長　どうも、竹島内閣内政審議室長ありがとうございました。よろしいですか。

次にＥ委員、お願い申し上げます。

○Ｅ委員　Ｅでございます。今後ともよろしくお願いいたします。

  もう、既にちょっと触れられましたんですが、私の方から２つ最初に考えていることが

ございまして、一つは、今、竹島室長のお話にもありましたように、現実に事業が進むと

きに地方公共団体なりがなさろうとして、既にいろんな案件もお考えだと思うんですが、

そうすると一体どうやっておるかとか、これはそもそもＰＦＩなのかどうかというような

ことも含めまして、まだ正直言ってよくわかりにくいというところが現状だと思います。

  そうしてみますと、まず基本方針がありまして、それに基づきまして実施方針が決まる

と、それに伴って具体的な事業が立ち上がってくるということになりますと、これから約
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一箇月強ぐらいになりますか、基本方針を定めるというのは、このＰＦＩの骨格中の骨格

を決めてしまうということになろうかと思います。時間がちょっと短くて大変だなと思う

んでございますが、なおかつ具体的な事例が目の前にないのに決めていかなければいかん

と、こういうことで、私どもも一生懸命勉強して、後々広がりを持つようなものにしてい

きたいなということでございます。

  それと関わってもう一つでございますが、先般の経企庁での会合でも樋口委員長さんの

方から最初にお話がございましたんですが、非常にわかりにくいと、今回の法律は「民間

資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律」と非常に長くて、聞いていてよく

わからないというところがございます。

  更に第三セクターとどう違うのかとか、民活とどう違うのかと、非常に一般的にはわか

りにくいんだろうと思いますね。だから、そこのところはなるたけ簡単明瞭になるような

形で表現をしなければいけないんではないだろうかと。そういうことによって御理解もい

ただける。

  そうしないと、考えてみますと今、主要なテーマであります行政改革でございますとか、

あるいは透明性の確保でございますとか、あるいは規制緩和と、ほとんどこういう主要な

テーマに関わってくることになろうかと思うのです。そのときにやはりどう位置付けてＰ

ＦＩというのは進んでいくのかというのが非常にわかりにくいと、そういう意味で簡単明

瞭な格好で表現をしましょうということを提起したいと思います。

○樋口委員長　ありがとうございました。続きましてＡ委員、お願いします。

○Ａ委員　基本方針を決めるのが非常に大事だと思っておりまして、私自身はＰＦＩがそ

んなに難しいとは思わないんです。ただ契約社会でなかったというところにそういうもの

が入るという多少の違和感があるだけであって、それを除きまして、そんなに難しくない

かなという気がして、特に世界的な規模で行われています非常に大きな案件になりますと、

これはリスクが大きいですし非常に難しいんですが、今すぐにそういうふうに動くという

いろんな人の話で感触を受けておりませんで、プロジェクト・ファイナンスを使わなくて

もいいような案件から始まるのかなという意味では、基本方針を決めることをきちっとや

ればそれなりに動くんだろうと思います。

  それから、少し話をした範囲では、少なくとも地方自治体の勉強をしておられる方はか

なりＰＦＩをきちっと理解しておられるような印象を持ってます。内容がどうなるかは別

として概念とか何かはですね。ですから、ここで決めれば動くんではないかというふうに

思います。以上です。

○樋口委員長　ありがとうございました。Ｆ委員お願いいたします。

○Ｆ委員　私は全くの専門外というところなんですけれども、経企庁の研究会から参加を

させていただいてますので、納税者としてだれか一人は入らないといけないのではないか

と思い伺いました。

  言葉としては確かに概念もわかってきているんですが、ちょっ大変気になっていること
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があります。これは消費者団体の中で出されている業界紙なんですけれども、この中にＰ

ＦＩの話が出てきます。各地に消費生活センターというのが４００箇所くらいあって、消

費者の苦情とか相談の業務をやっているというところです。もともとは経済企画庁の統括

ということになるんですけれども、ここが今、各地方自治体は財政が厳しいものですから、

消費生活センターの統廃合ですとかそういうことはもうここ数年ずっとあったんですけれ

ども、今年に入ってこの見出しの中にＰＦＩの話が立ててありまして、ＰＦＩを活用して

事業を展開すると。その書きぶりが、もう行政の中から切り離すというふうな形で書かれ

ていて、非常に各地の消費者団体が危機感を持っているというふうな書きぶりになってい

ます。

  私としてはここで２つあるかと思うんですが、一つはいろんな事業者のインセンティブ

というお話があって、もちろんその事業者のインセンティブは大事ですけれども、一体そ

の公は何をするのかと、公の今やっていることというのはやはり公正性と効率性と両方あ

るかと思うんですけれども、公正性のところを考えたときに、地方財政が厳しいからとも

かく民間でやっていただけるようなものは発案があればどんどんということではなくて、

何かやはりきちんとした、それが基本方針だろうというふうに思うのですけれども、公は

一体何をするのか、もちろん事業を民間資金を活用してやるとしても、ではどこまできち

んと行政でみなければいけないのかというようなことも含めて、その公正性と効率性とい

うことを基本方針で検討していただきたいということが一つです。

  それから、二つ目なんですが、先ほどから非常に一般の国民にとってはわかりにくい言

葉であろうとか、みんなになじみがないというのはやはりそのとおりなんです。だけれど

も、こういう形でいろんな地方自治体がやっていれば、いろんな地方自治体の場面で話が

出てきて、こんな形で取り上げられていくと折角やろうとしていたことが少し曲解される

というんでしょうか、何かそういうことも私としては気になっております。これから国民

の中に下ろしていくというんでしょうが、みんなの中に広げていくときにできるだけ透明

性、一応今回は選定だけではなくてその評価のための部会も設けられますけれども、私は

その評価は選定と並んで大きいというふうに思っております。その部会が設けられたのは

とてもよかったというふうに考えておりますし、その評価としての透明性を上げていくと

いうことを是非基本方針の中に盛り込んでいただきたいというふうに思います。以上の２

点です。

○樋口委員長　ありがとうございました。続きましてＧ委員お願いします。

○Ｇ委員　２年間ほどこのＰＦＩという言葉に付き合わせていただきました。地方自治体

のやっておられる幾つかのモデル事業を拝見させていただまして、なかなか難しいものだ

という気はいたしました。

  Ａ先生がおっしゃったように契約というのも一つはあるんですけれども、官と民との業

務分担を見直してみましょうと。ひとつ言いますなら再三出ておりますけれども、官とし

ての責任を果すということがどういうことなのかということと、民間のインセンティブを



14

生かすということがどういうことなんだろうかと。前例がないところでいろいろと契約を

やってみますと、どうも感じとしては文言だけではなくて、契約を支えるというのはやは

りみんなが契約を守ろうという意識がないとだめなものですから、そういう意味では結構

これは先に向かって長い話になるんでしょうねという感じはいたします。

  もう一つは、私が申し上げるのもなんなんですけれども、いろんな仕組みとＰＦＩの仕

組みが本当に合うんだろうかと、この間、Ａ先生に申し上げたことがあったんですけれど

も、入札のとこでは本当にうまくいくんだろうかと、公共工事の契約が性能発注とアウト

プット・スペシフィケーションとこれにうまく合うんだろうか、いろいろきっと確かめな

いとだめなことがあると思うんです。

  そうしますと片方でその基本方針をとにかく出して、とにかく年内に決めて、それで国

全体が動くようにという非常に大きな要請とともに、個々具体的な局面を見ますと、おそ

らく前例のないところで課題を何か出して解決というのは私は無理だと思っているんです。

  ということは、相当末永く普通の市民の方々と言ったらいいんでしょうか、会社の方い

ろんな方があると思うんですけれども意見をちょうだいして、どこに課題があるのか、フ

ォローアップができればと、そういう体制が組めればというふうに考えおります。以上で

す。

○樋口委員長　ありがとうございました。Ｈ委員お願いいたします。

○Ｈ委員　皆さんが発言されて、もうしゃべるべきことはほとんどないところなんですが、

少しだけお話しさせていただきます。

  日本というのは社会資本の整備の手法というのはものすごく多様なものを持っていると

思うんです。それは公といいますか、官が直接やるものから特殊法人、それから三セクと

いういろんな形を持っていて、そういう意味では、これまでも行政の方非常に苦労されて、

そういう手法を編み出してきたわけですが、ここでＰＦＩのことを、そこに対してどうい

うふうにとらえるかというと、私は経済の人間ですので、マーケットと言いますか、市場

の原理を社会資本整備に導入するという、そこのところが一番大きいインパクトになると

思っています。

  社会資本というのは、もともと経済学の言葉で言うと、市場が失敗して、だから公がや

るんだという分野でありますから、市場の失敗を何かマーケットに転換させる新しい制度

設計になるわけです。そのときに、もともと市場が失敗しているときに新しい制度をつく

るわけですから、かなりいろんな無理と言いますか、問題点が出てくると思うんです。

  今、Ｇ委員もおっしゃっていましたけれども、いろんな難しい点が出てくる。それを長

い目で見ていかなければいけないんですが、一方ではある程度スピードが問われている。

我々の経済社会が、財政改革であり、あるいは景気の浮揚であり、いろんな点でこのＰＦ

Ｉに期待するところが大きいわけですから、私は基本方針を年内にというお話のスピード、

それはそれでいいと思うんですが、それをリボルビングで見直していくと言いますか、よ

りよい方向にしていくと、そういう方針はいつも持っていなきゃいけないなと思っていま
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す。

  日本の場合には、さっきの三セクの問題とか、特殊法人の問題とか、いろんなところで

経験があるわけですから、ある意味ではその経験を生かせますし、その中に契約の問題と

か、リスクの管理の問題とか、新しい要素をうまく組み込んでいければいい。時間は掛か

るかもしれないですけれども、リボルビングしながらいけばいいのかなと思います。以上

です。

○樋口委員長　専門委員の先生方の御意見を本来ならちょうだいしたいと思うんですが、

時間の関係で、申し訳ありません。それでも特にお話がある方はお話しいただければあり

がたいんですが、いかがでしょうか。大変失礼なんですが、それぞれの部会その他でまた

お話をちょうだいしたいと思っております。

  先般、イギリスを訪問しましたが、日本の金融機関がＰＦＩの関係で非常に活躍してお

りまして、カーディフという市では、100 億円を越える案件のアドバイザリーとファイナン

スを行っている。

  さらに南アでかなりやっているということで、南アにも行ってまいりました。英国の場

合は、大蔵省が最終的に調整をしておりました。そういう面で割合うまくいっているんじ

ゃないかなという感じを受けてまいりましたが、そういうのが私の感じでございます。

  皆様方の御意見を踏まえながら、また、専門委員の先生方には私から個々にお伺いいた

しまして、先ほど御説明がありましたような段取りで検討を進めてまいりたいと思います。

委員の先生方からお話にありましたように、非常に限られた日数の中での検討になります

が、委員、専門委員の皆様の協力を得まして、十分な検討をいたしたいと思っております。

  また、両部会長にはよろしくこの点お願い申し上げておきたいと思います。

  繰り返し、専門委員の先生方に御発言をお願いできなかったことをお許しいただきたい

と思います。

  この後、私と西野委員長代理と山内部会長が出席いたしまして、記者会見を行いたいと

思います。対応につきましては、お任せいただいてはどうかと思います。

  次回につきましては、事務方で伺っている御都合等を勘案の上、別途御案内を申し上げ

ます。よろしくお願い申し上げます。

それでは、本日は以上で会議を終了させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


